
ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する声明文 

 

 

 ロシアのプーチン政権のウクライナへの侵略は、国連憲章に違反し国

際社会の平和と安全、秩序を著しく損なう暴挙であり断じて許すことは

できない。既に先制攻撃により多数の民間人を含む人々の命が奪われて

いる。ウクライナの国民の生命・財産・自由が失われていくことに、深

い悲しみと怒りを覚える。 

 このような武力を背景にした軍事行動は明白な国際法違反であり、国

際秩序を乱し、自由と民主主義の根幹を揺るがすもので看過できない。 

ここに奥多摩町議会は、ロシア軍による攻撃とウクライナの主権侵害

に強く抗議するとともに、ロシア政府に対し、武力行使の即時停止とウ

クライナ領土から直ちにすべての軍隊を完全に撤退させ、平和的に解決

することを強く求めるものである。 
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